
 

 

 

 

（社）都市計画コンサルタント協会 

質疑記録                      令和元年度第３回認定都市プランナー情報交流会 
                                      

日     時：2019 年 6 月 25 日(木)13：00～15：30       場所：日本教育会館 

 

 

 

１．ejob事業について 

 

Q  自分が評価を得たいと思ったら、☆が付きそうだと思ったものを申請すると

いう発想でもよいのでしょうか。業務によっては直接携わらない人が評価をする

ことになり、表面的な部分しか見てもらえないように思います。 

A  その通りで、その発想でよろしいと思います。 

 

 

２ 認定都市プランナー・CPD制度について 

Q  私の専門分野は「健康・福祉」になるが、個人的にも福祉の学会に入会し専門

誌も購読している。購読が必要な書籍は都市計画関連と書かれているが、自分の

専門分野の学会に入っているものはポイントにはならないのでしょうか。 

A  関連する書籍ということで、「健康・福祉」は 12分野にきちんと入っているの

で問題ありません。それ以外の物でも、ご自分で「これは都市計画の分野に含ま

れる」と自己判断していただければと思います。 

 

Q 資料には、CPDのポイントは自動でつくと書かれているが、自分ではそれがわか

らずに自己登録してしまった場合、ポイントが重複してつくことになるのでしょ

うか。それをどう確認すればよいのでしょうか。 

A 例えば都市計画 CPD の会員の方で、今日の情報交流会にご参加いただいた方は、

自動で本日分のポイントが付き、こちらで学会に申請しますので、自己登録はし

ないようお願いします。 

Q 間違って自己登録してしまった場合はどうなるのでしょうか。 

A その場合でも、学会でプログラム番号をチェックしていますので、特にご心配は

いらないと思います。 

A 自己登録は非常に大切で、自己登録しない方が非常に多い。「CPDが取れない」と

おっしゃる方が多いが、例えば都市計画の場合は「業務でファシリテーターをや

った」という場合でも CPD ポイントがつきます。ただし、これは自己登録をしな

いとポイントにならないので、自己登録をしていただければかなりの数字になる

と思います。社内研修で講師をやった場合でもポイントになるので、ぜひ活用し

てください。 

 

 

 

 

 

―以上― 
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